
香美町告示第８３号               平成２３年９月１４日公布 

 

香美町こども医療費助成事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、子育て世帯が安心して子育てできるよう、こども保護者に

対し、医療費の一部を助成することにより、こどもの福祉の増進を図ることを

目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

⑴  児童 町内に住所を有する９歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日

から、１２歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過していない者をいう。 

⑵  生徒 町内に住所を有する12歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日

から、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過していない者をいう。

ただし、婚姻している者、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者、親権を有する者、こども保護者に扶養されていない者を除

く。 

⑶  こども 児童及び生徒をいう。 

⑷  こども保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に

監護する者をいう。 

⑸  医療保険各法の給付 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律

第８０号）第７条第１項に規定する医療保険各法（以下「医療保険各法」と

いう。）の規定による療養の給付又は保険外療養費、療養費若しくは訪問看

護療養費の支給（家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当

該支給を含む。）をいう。 

⑹  被保険者等負担額 当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定

により医療の給付を行うもの（以下「保険者」という。）が負担すべき額（保

険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併

せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支



給又は給付を含む。）を控除した額をいう。 

⑺  保険医療機関等 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項

に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は

薬局その他の者をいう。 

 （助成対象者） 

第３条 こども医療費助成の対象となる者は、こども保護者とする。ただし、次

に掲げる要件を備えている者とする。 

⑴  こども保護者について、医療保険各法の給付が行われた月の属する年度

（医療保険各法の給付が行われた月が４月から６月までの場合にあっては、

前年度。以下同じ。）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第２９２

条第１項第２号に掲げる所得割（同法第３２８条の規定によって課する所得

割を除く。以下同じ。）の額（同法第３１４条の７、同法附則第５条の４第

６項、同法附則第５条の４の２第５項及び同法附則第７条の２第４項の規定

による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。

以下同じ。）の合計額が２３万５千円未満であること。ただし、所得割の額

を算定する場合には、その者が地方税法第３１８条に規定する賦課期日にお

いて指定都市（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第

１項の指定都市をいう。以下同じ。）の区域内に住所を有する者であるとき

は、その者を指定都市以外の市町の区域内に住所を有する者とみなして、所

得割の額を算定するものとする。 

⑵  こども保護者が当該こどもの生計を維持できない場合は、そのこどもの民

法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務者で、そ

のこどもの生計を維持する者について、医療保険各法の給付が行われた月の

属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第２９２条第１項

第２号に掲げる所得割の額の合計額が、２３万５千円未満であること。ただ

し、所得割の額を算定する場合には、その者が地方税法第３１８条に規定す

る賦課期日において指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、その

者を指定都市以外の市町の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額

を算定するものとする。 

 （助成の範囲） 



第４条 こども医療費として助成する医療費の範囲は、こどもの疾病又は負傷に

ついて医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当

する額とし、当該こども保護者に対しこども医療費として支給する。 

（こども医療費受給者証） 

第５条 町長は、受給者に対しこども医療費受給者証（様式第１号。以下「受給

者証」という。）を交付するものとする。 

２ 受給者証の交付を受けようとする者は、受給者証交付・更新申請書（様式第

２号。以下「申請書」という。）に町長が必要と認める書類を添えて町長に提

出しなければならない。 

３ 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該助成を行わない

旨の決定をしたときは、受給者証交付・更新申請却下通知書（様式第３号）に

より申請者に通知するものとする。 

４ 受給者証の有効期限は交付の日から１年以内とし、当該受給者証を発行した

年又はその翌年の６月３０日（以下「有効期間満了日」という。）までとする。

ただし、有効期間満了日の前日までに資格を喪失する場合は、当該資格を喪失

する日までとする。 

５ 受給者証の交付を受けた者が有効期限後も引き続き医療費の助成を受けよう

とするときは、第２項の規定に基づく申請をしなければならない。ただし、町

長が必要であると認めるときは、当該申請を待たずに受給者証を交付すること

ができる。 

６ 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期間が満了したときは、速や

かに当該受給者証を町長に返還し、破棄しなければならない。 

７ 受給者証の交付を受けた者は、兵庫県内に所在する保険医療機関等において

医療を受けようとするときは、当該医療機関に受給者証を提示しなければなら

ない。 

（届出義務） 

第６条 受給者証の交付を受けた者は、住所又は氏名等を変更したときは、交付

申請内容変更届（様式第４号）を速やかに町長に届け出なければならない。 

（受給者証の返還） 

第７条 受給者証の交付を受けた者が、その資格を喪失したときは、速やかに受



給資格喪失届（様式第５号）に受給者証を添えて届け出なければならない。 

（受給者証の再交付） 

第８条 受給者証の交付を受けた者が受給者証を破損し、又は紛失したときは、

受給者証再交付申請書（様式第５号の２）により町長に再交付を申請すること

ができる。この場合において、破損した受給者証は町長に返還しなければなら

ない。 

２ 前項の規定により受給者証の再交付を受けた者は、受給者証の再交付を受け

た後において紛失した受給者証を発見したときは、速やかにいずれかの受給者

証を町長に返還しなければならない。 

（こども医療費の支給申請） 

第９条 こども医療費の支給を受けようとする者（以下「支給申請者」という。）

は、支給申請書（様式第６号）に第４条に規定する医療に関する給付の行われ

ていることを証する書類、当該医療に要した費用の額を証する書類、その他町

長が必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、第１

１条の規定により、こども医療費の支給があったものとみなされるときは、こ

の限りでない。 

（こども医療費の支給決定等） 

第１０条 町長は、前条の規定による支給申請書を受理したときは、その内容を

審査のうえ、こども医療費の支給を行う事を決定したときは、支給申請者に支

給するものとし、当該支給を行わない事を決定したときは、支給申請却下通知

書（様式第７号）により、当該支給申請者に通知するものとする。 

 （支給方法の特例） 

第１１条 町長は、こどもが兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けたときは、

こども医療費として当該医療を受けた者に支給するべき額の限度において、そ

の者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わ

り当該医療機関等に支払うことができる。 

２ 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、こども

医療費の支給があったものとみなす。 

 

   附 則 



 （施行期日） 

１ この告示は、平成２３年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の日前に受けた医療に係るこども医療費の支給については、

香美町こども医療費助成事業実施要綱（平成２２年香美町告示第３８号）の規

定は、なおその効力を有する。 

 （市町村民税の額の算定の特例） 

３ 第３条における「地方税法の規定による市町村民税の同法第２９２条第１項

第２号に掲げる所得割の額」については、当分の間、地方税法等の一部を改正

する法律（平成２２年法律第４号）による改正前の地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第３１４条の２第１項第１１号を適用して算定するものとする。 

附 則（平成24年２月６日告示第９号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２４年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の香美町こども医療費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の

日以後の医療等に係るこども医療費の支給に関する助成対象者について適用し、

同日前の医療等に係るこども医療費の支給に関する助成対象者については、な

お従前の例による。 

   附 則（平成24年11月１日告示第165号） 

 この告示は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成25年４月１日告示第60号） 

 この告示は、公布の日から施行し、平成２５年７月１日から適用する。 

   附 則（平成25年９月４日告示第108号） 

 この告示は、公布の日から施行し、平成２５年７月１日から適用する。 

   附 則（平成26年12月18日告示第122号） 

 この告示は、平成２７年１月１日から施行する。 

   附 則（平成28年３月31日告示第76号） 

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成29年６月２日告示第86号） 



 この告示は、平成２９年７月１日から施行する。 

   附 則（平成30年９月14日告示第88号） 

１ この告示は、公布の日から施行する。ただし、第１条中第３条第１号及び第

２号にただし書きを加える改正規定は、平成３０年７月１日から適用する。 

２ 第２条の規定による改正後の香美町こども医療費助成事業実施要綱の規定は

平成３０年９月１日から適用し、同日前の医療等に係る医療費の支給について

は、なお従前の例による。 

   附 則（令和２年３月24日告示第32号） 

 この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月19日告示第85号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和３年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の香美町こども医療費助成事業実施要綱の規定は、令和３年７月１日

以降に受けた医療について適用し、同日前の医療等に係る医療費の支給につい

ては、なお従前の例による。 

附 則（令和３年９月30日告示第184号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙は、当

分の間、これを取り繕って使用することができる。 

 


